
 

Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービス契約約款 
 
第１条（約款の適用） 

 グレートインフォメーションネットワーク株式会社（以下「当社」といいます）は、Ｇ・Ｉ・

ＮＥＴインターネットサービス契約約款（以下「本約款」といいます）を定め、これによりＧ・

Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスを提供いたします。 

第２条（約款の変更）  

当社は、民法第 548 条の 4の規定に基づき、本約款を変更することがあります。 

２．当社は、本約款を変更する場合、変更内容および適用開始日を当社ウェブサイトへの掲載その

他適切な方法により周知します。 

３．変更後の約款は、当社が定める適用開始日から効力を生じるものとします。 

第３条（サービスの種類） 

Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの種類及びその内容については、別表１のとおりとし 

ます。 

第４条（申込方法等） 

 Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの契約の申込は、当社所定の申込書に必要事項を記入

し提出します。 

第５条（契約の成立） 

 当社は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの契約の申込があったときは本約款に基づき

これを承諾します。 

２．当社は、次の各号に該当する場合は、契約の申込を承諾しないときがあります。 

①第１種電気通信事業者の事由により、当社がＧ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスを提供す  

るための電気通信回線の提供が受けられないとき 

②申込者がＧ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの契約上の債務の支払いを怠るおそれがある 

ことが明らかであるとき 

③Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスにおいてサービスの提供又は技術上著しく困難なとき

④契約の申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき 

⑤申込者が当社またはＧ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの信用を毀損するおそれがある態 

様で当該サービスを利用するおそれがあるとき 

第６条（契約の単位） 

 Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスは契約者が使用する品目毎に締結し、一つの契約につ

いて一法人又は一個人に限ります。 

２．契約者がＧ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡又は承

継することができません。 

第７条（利用態様の制限） 

 契約者が、当該サービスに関して使用するドメイン名及びインターネットアドレスは、別表に

定める各サービスの区分に従い、当社が指定するもの、または契約者が自ら用意し管理する独自

ドメイン等のうち当社が承認したものとします。 

２．契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使用し 

てＧ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスを利用することはできません。 

第８条（契約事項の変更） 

 契約者は、次の各号について変更できます。 

①品目の変更 

②回線の変更 

③通信設備の設置場所の変更 

④契約者の名称及び住所の変更 

２．前項各号について変更があるときは、当社所定の変更届書に記載し提出します。 

３．契約の変更については、第５条を準用して取扱います。 



第９条（利用の制限） 

 当社は、天災事変その他の非常事態が発生または発生のおそれがあるときは、災害の予防もし

くは救援・交通・通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の

利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービ

スの利用を制限する措置をとることがあります。 

２．当社は、契約者が当社所有の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、

本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障

を与える場合には、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。 

３．制限の基準は別表３に定めるとおりとします。 

第 10条（利用の中止） 

 当社は、次の各号に該当するときは、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの提供を中止す

ることがあります。 

①当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき 

②当社が設備する電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき 

③第９条により通信利用の制限を行っているとき 

２．当社は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨 

並びに理由及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありま

せん。 

第 11条（利用の停止） 

 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの提供

を停止することがあります。 

①Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの債務の支払いを怠ったとき 

②第６条の２項又は第８条の２項に違反したとき 

③誹謗、中傷その他法令又は公序良俗に違反する行為を行ったとき、又は違法にＧ・Ｉ・ＮＥＴ

インター 

 ネットサービスを利用したとき 

④当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態 

 様においてＧ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスを利用したとき 

⑤前各号のほか、本約款の規定に違反する行為で当社の通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすお 

 それのある行為をしたとき 

第 12条（当社が行う解約） 

 当社は、次に掲げる事由があるときは、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの契約を解除

することがあります。 

①第 11条の規定において、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの利用が停止された場合に 

  おいて、契約者が当該停止となった事由を解消しないとき 

②第 11条の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めら 

  れたとき 

第 13 条（契約者が行う解約） 

 契約者は、当社に対し契約を解約しようとするときは、その旨を原則書面で通知することによ

り解約できます。 

２．解約は、当該届出通知があった日から 30日を経過する日、もしくは契約者が当該届出通知によ

り解約を指定した日のいずれか遅い日を解約日とします。 

第 14条（反社会的勢力の排除）  

契約者および当社は、自己または自己の役員、従業員、実質的に経営を支配する者、代理人そ

の他これらに準ずる者（以下「関係者」といいます。）が、現在および将来にわたり次の各号の

いずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。 

①暴力団 

②暴力団員 

③暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者 

④暴力団準構成員 

⑤暴力団関係企業 



⑥総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団 

⑦前各号に準ずる者 

⑧前各号の者と密接な関係を有する者 

２． 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の行為を行わないことを確約するもの 

とします。 

①暴力的な要求行為 

②法的責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 

⑤反社会的勢力に対する資金提供または便宜供与 

⑥その他前各号に準ずる行為 

３． 契約者または当社が前二項のいずれかに違反した場合、相手方は何らの催告を要することなく 

直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

４． 前項に基づき契約が解除された場合、解除された当事者は相手方に対して損害賠償その他の請 

求を行うことができません。 

５． 前項にかかわらず、解除した当事者に損害が生じた場合には、違反した当事者はその損害を賠 

償するものとします。 

第 15条（利用料金） 

  Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの利用料金は別表２に定めるとおりとします。 

２．Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの料金は、第５条の１項において契約の成立した日を 

起算日とし、別表２に定めるとおりの初期費用及び解約するまでの期間の利用料金の支払いを要

します。 

３．Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの利用料金は、月額契約の場合は歴月に従い、別表２ 

に定める金額のとおり請求します。 

第 16条（初期費用） 

  Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの初期費用は別表２に定めるとおりとします。 

第 17条（料金の支払方法） 

 契約者は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの利用料金を、当社が指定する日までに指

定する方法で支払うものとします。 

第 18条（割増金） 

 契約者は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの利用料金の支払いを不法に免れた金額の

２倍に相当する金額を割増金として支払うものとし、支払い方法は第 17条を準用します。 

第 19条（遅延損害金） 

 契約者は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの利用料金の債務の支払いを怠ったときは、 

支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について日歩４銭（年率 14.6%)の割合で算出した額

の遅延損害金を支払うものとし、支払方法は第 17条を準用します。但し、当該債務が支払日の翌

日から 10日以内に支払われた場合はこの限りでありません。 

第 20条（消費税） 

契約者が当社に対しＧ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスに関する債務を支払う場合におい

て、表示価格は消費税を含むものとします。消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関す

る法令の規定により消費税が賦課されるときは、契約者は、当該支払い債務を支払う際に課税さ

れる消費税相当額を含む価格を支払うものとします。 

第 21条（電気通信回線） 

 フレッツ接続等に係る回線は、契約者において電気通信事業者と契約するものとし、又必要と

なる費用は契約者が負担する。 

２．前項の回線の変更がある場合、変更の 1ヶ月前までに当社所定の変更届書に記載し提出します。 

３．回線の変更については、第５条を準用して取り扱います。 

第 22条（情報の管理） 

  契約者は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスを利用して受信し、送信する情報について

は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの設備又は故障によるその消失を防止するための必

要な措置を講じるものとします。 



第 23条（免責及び損害賠償）  

１．契約者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、当社は本サービスの完全性、 

正確性、有用性、契約者の特定の目的への適合性について保証しないものとします。 

２．契約者が本サービスを利用して送信又は公開する情報については契約者の責任において管理す

るものとし、その内容に起因して第三者との間に紛争が生じた場合、契約者の責任と費用におい

て解決するものとします。 

３．当社は、本サービスの利用に関連して契約者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は

重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 

４．当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が賠償する損害は契約者に現

実に発生した直接かつ通常の損害に限られ、逸失利益その他の間接損害については責任を負いま

せん。 

５．当社が負う損害賠償額の上限は、当該損害が発生した月に契約者が支払った本サービス利用料

金の１ヶ月分とします。 

第 24条（機密保持） 

  契約者及び当社は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの提供に関して知り得た相手方の

機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。 

２．前項の規定は、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの契約が終了した後も継続するものと 

します。 

第 25 条（個人情報の取扱い）  

当社は、本サービスの提供にあたり取得した契約者の個人情報について、個人情報の保護に関 

する法律その他の関係法令を遵守し、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り 

扱うものとします。 

２．当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。 

①本サービスの提供、運営および契約者サポート 

②利用料金の請求および決済 

③サービスに関する通知、案内および連絡 

④サービスの改善、新サービスの開発 

⑤法令に基づく対応 

３．当社は、次の場合を除き、契約者の同意なく個人情報を第三者に提供しません。 

①法令に基づく場合 

②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 

③本サービスの提供に必要な範囲で業務を委託する場合 

④その他法令により認められる場合 

４．当社は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他安全管理のため、必要かつ適切な措 

置を講じるものとします。 

５．契約者は、当社が保有する自己の個人情報について、開示、訂正、削除等を求めることができ 

るものとします。 

 

付則 

 この契約約款は１９９６年６月３日から実施します。 
 この改正規定は、２０２４年３月１日から実施します。 
 この改正規定は、２０２６年４月１日から実施します。 
 



別表１ Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの種類とその内容 
 

１．インターネット接続サービス  
（１）インターネット接続サービス 

当社の接続機器と、契約者の接続機器とを公衆回線等を結んで、インターネットプロトコル

による相互通信を提供するインターネット接続サービス。 
種   類 品 目 内      容 

ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ隼 ～1Gbps 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙを使って接続し、最大 1Gbps までの符号伝送可能

なもの 
ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ ～200Mbps 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙを使って接続し、最大 200Mbps までの符号伝送可

能なもの 
ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ ～100Mbps 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙを使って接続し、最大 100Mbps までの符号伝送可

能なもの 
※ ﾌﾚｯﾂ接続ｻｰﾋﾞｽについては、NTT 西日本が提供するﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄｻｰﾋﾞｽの契約が別途必要 
※ 契約者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは当社が指定します。 

 
（２）メールサービス 

電子メールのサービス 
※３アカウントまで取得可能（１メールアカウントの最大容量は無制限、保存期間は１００

日） 
※ 契約者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは当社が指定するもの、または契

約者が自ら用意し管理する独自ドメイン等のうち当社が承認したものとします。 
 

２．インターネット接続ライトサービス  
当社の接続機器と、契約者の接続機器とを公衆回線等を結んで、インターネットプロトコル

による相互通信を提供するインターネット接続サービス。 
種   類 品 目 内      容 

ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ隼 ～1Gbps 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙを使って接続し、最大 1Gbps までの符号伝送可能

なもの 
ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ ～200Mbps 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙを使って接続し、最大 200Mbps までの符号伝送可

能なもの 
ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ ～100Mbps 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙを使って接続し、最大 100Mbps までの符号伝送可

能なもの 
※ ﾌﾚｯﾂ接続ｻｰﾋﾞｽについては、NTT 西日本が提供するﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄｻｰﾋﾞｽの契約が別途必要 
※ 契約者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは当社が指定します。 

 
３．ホームページエリアレンタルサービス 

  当社のサーバ機器にホームページコンテンツを保管し、インターネットにて情報提供行うサー

ビス。 
※ 契約者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは当社が指定するもの、または契

約者が自ら用意し管理する独自ドメイン等のうち当社が承認したものとします。 
 
 
４．ホームページエリアレンタルライトサービス 
 当社のサーバ機器にホームページコンテンツを保管し、インターネットにて情報提供行うサー

ビス。各種 CGI 提供およびサポートを含まない安価でホームページを開設したい方向けサービ

ス。 
※ 契約者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは当社が指定するもの、または契

約者が自ら用意し管理する独自ドメイン等のうち当社が承認したものとします。 
 
 



 ５．地元企業・医療機関向けサービス 
当社のサーバ機器にホームページコンテンツを保管し、インターネットにて情報提供行うサー 
ビス。西濃地域の情報発信にご協力して頂ける西濃地域の中小企業の方で、安価にホームぺ 
ージを開設したい方向けサービス。 
※ 契約者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは当社が指定するもの、または契

約者が自ら用意し管理する独自ドメイン等のうち当社が承認したものとします。 
 
６．サービスパック 
 インターネット接続サービスおよび独自ドメインサービス、メールサービス、ホームページエ

リアレンタルサービスなどを組み合わせたお得なセットサービス。 
※ 契約者が使用するドメイン名及びインターネットアドレスは当社が指定するもの、または契

約者が自ら用意し管理する独自ドメイン等のうち当社が承認したものとします。 
 
７．オプションサービス 
（１）追加メールサービス 

１つの IP 接続サービスに対し、メールアカウントを追加するサービス 
（※最大追加数は５つまで） 

 （２）Web フィルタリングサービス 
   危険・有害なホームページへのアクセスを遮断するサービス 
 （３）固定 IP アドレスサービス 

フレッツ接続サービスにて割り当てられるＩＰアドレスを固定にするサービス 
 （４）独自ドメインサービス 
   お客様独自のドメインを取得するサービス。 
 （５）追加エリアサービス    
   ホームページ保管サーバ容量の追加サービス。 
 



別表２ 利用料金 

 
１．インターネット接続サービス 
 記載している金額はすべて消費税相当額（１０％）が含まれております。 

（１）初期費用 
種  類 単位 初期費用  

フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟｰ 
ﾄﾞ隼／フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･

ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ／フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌ

ｧﾐﾘｰ 

１契約 ３，３００円 
 

（２）基本料金 
種 類 単位 基本料金 

フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟ

ｰﾄﾞ隼 
１契約 ２，２００円／月 ・ ２４，２００円／年 

 
１契約 

(３契約以上契約) 
１，９８０円／月 ・ ２１，７８０円／年 

 

フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟ

ｰﾄﾞ 
１契約 ２，２００円／月 ・ ２４，２００円／年 

 
１契約 

(３契約以上契約) 
１，９８０円／月 ・ ２１，７８０円／年 

 

フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ １契約 ２，２００円／月 ・ ２４，２００円／年 
  

１契約 
(３契約以上契約) 

１，９８０円／月 ・ ２１，７８０円／年 
 

※年間契約の場合は年額前払いになります。 
 
（３）オプション 

(a)追加メールサービス 
初期費用 

単 位 初期費用 
１アカウント １，１００円  

基本料金 
単 位 基本料金 

１アカウント ２２０円／月  
 
(b)Web フィルタリングサービス 
初期費用 

単 位 初期費用 
１アカウント １，１００円  

基本料金  
種 類 単 位 基本料金 
家庭向け １ライセンス ２２０円／月  
企業向け １シリアル ３３０円／月  

  ※家庭向け 複数のパソコンにインストール可能 
  ※企業向け １台ごとに１シリアル必要 
 
 (c)固定 IP アドレスサービス 
初期費用 

単 位 初期費用 
１個 ２，２００円  

８個・16 個 ９，９００円  



 
   基本料金 

種 類 単位 基本料金 
ﾌﾚｯﾂ光 

ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ隼 

１個            ２，２００円／月 

８個          １３，２００円／月 

ﾌﾚｯﾂ光 
ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 
･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ 

１個   ２，２００円／月 

８個  １３，２００円／月 

ﾌﾚｯﾂ光 
ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

１個   ２，２００円／月 

８個 １３，２００円／月 

 
※契約者に於いて、電気通信事業者へ回線使用料及び回線終端装置使用料を支払って頂き 
ます。 
 

 
２．インターネット接続ライトサービス 
（１）初期費用 

種  類 単位 初期費用  
フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽ

ﾋﾟｰﾄﾞ隼／フレッツ光ﾈｸｽﾄ

ﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ／フレッ

ツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

１契約 ３，３００円 
 

（２）基本料金 
種 類 単位 基本料金 

フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽ

ﾋﾟｰﾄﾞ隼 
１契約 １，６５０円／月 ・ １８，１５０円／年 

 
１契約 

(３契約以上契約) 
１，４３０円／月 ・ １５，７３０円／年 

 
フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ･ﾊｲｽ

ﾋﾟｰﾄﾞ 
１契約 １，６５０円／月 ・ １８，１５０円／年 

 
１契約 

(３契約以上契約) 
１，４３０円／月 ・ １５，７３０円／年 

 
フレッツ光ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ １契約 １，６５０円／月 ・ １８，１５０円／年 

 
１契約 

(３契約以上契約) 
１，４３０円／月 ・ １５，７３０円／年 

 
※年間契約の場合は年額前払いになります。 



（３）オプション 
 

(a)Web フィルタリングサービス 
初期費用 

単 位 初期費用 
１アカウント １，１００円  

基本料金  
種 類 単 位 基本料金 
家庭向け １ライセンス ２２０円／月  
企業向け １シリアル ３３０円／月  

  ※家庭向け 複数のパソコンにインストール可能 
  ※企業向け １台ごとに１シリアル必要 
 
 (b)固定 IP アドレスサービス 
初期費用 

単 位 初期費用 
１個 ２，２００円  

８個・16 個 ９，９００円  
 
   基本料金 

種 類 単位 基本料金 
ﾌﾚｯﾂ光 

ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ隼 

１個            ２，２００円／月 

８個          １３，２００円／月 

ﾌﾚｯﾂ光 
ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 
･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ 

１個   ２，２００円／月 

８個  １３，２００円／月 

ﾌﾚｯﾂ光 
ﾈｸｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 

１個   ２，２００円／月 

８個 １３，２００円／月 

 
※契約者に於いて、電気通信事業者へ回線使用料及び回線終端装置使用料を支払って頂き 
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



３．ホームページエリアレンタルサービス 
（１）初期費用 

単 位 初期費用 
１契約 ３，３００円  

 
（２） 基本料金 

単 位 基本料金 
５０ＭＢ ５，５００円／月  ・    ５５，０００円／年 

 

３００ＭＢ １１，０００円／月   ・   １１０，０００円／年 
 

 
※年間契約の場合は年額前払いになります。 

 
（３）オプション 

(a)独自ドメインサービス 
初期費用 

 
 
 

 
 
 
 
 
基本料金 

 
 
 
 

(b)追加ホームページエリアレンタルサービス 
基本料金 

単 位 基本料金 
５０ＭＢ ２，２００円／月  
２０ＭＢ １，１００円／月  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単 位 ドメイン 初期費用 
１契約 .ｃｏ.ｊｐ １２，１００円  
１契約 .ｊｐ １２，１００円  
１契約 .ｃｏｍ  ６，６００円  
１契約 .ｉｎｆｏ  ６，６００円  
１契約 .ｂｉｚ  ６，６００円  

単 位 基本料金 
１契約 １，１００円／月 



４．ホームページエリアレンタルライトサービス 
（１）初期費用 

単 位 初期費用 
１契約 ３，３００円  

 
（２） 基本料金 

単 位 基本料金 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
ｴﾘｱﾚﾝﾀﾙ 
ﾗｲﾄｻｰﾋﾞｽ 

１１，０００円／月   ・   １１０，０００円／年 

 
※年間契約の場合は年額前払いになります。 

 
（３）オプション 

(a)独自ドメインサービス 
初期費用 

 
 
 

 
 
 
 
 
基本料金 

 
 
 
 

(b)追加ホームページエリアレンタルサービス 
基本料金 

単 位 基本料金 
５０ＭＢ ２，２００円／月  
２０ＭＢ １，１００円／月  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単 位 ドメイン 初期費用 
１契約 .ｃｏ.ｊｐ １２，１００円  
１契約 .ｊｐ １２，１００円  
１契約 .ｃｏｍ  ６，６００円  
１契約 .ｉｎｆｏ  ６，６００円  
１契約 .ｂｉｚ  ６，６００円  

単 位 基本料金 
１契約 １，１００円／月 



５．地元企業・医療機関向けサービス 
（１）初期費用 

単 位 初期費用 
１契約 ３，３００円  

 
（２） 基本料金 

単 位 基本料金 
地元企業・医療

機関向け 
サービス 

３，３００円／月   ・    ３３，０００円／年 

 
※年間契約の場合は年額前払いになります。 

 
（３）オプション 

(a)独自ドメインサービス 
初期費用 

 
 
 
 
 
 
 

 
基本料金 

 
 
 
 
 
 
 

単 位 ドメイン 初期費用 
１契約 .ｃｏ.ｊｐ １２，１００円 
１契約 .ｊｐ １２，１００円 
１契約 .ｃｏｍ ６，６００円 
１契約 .ｉｎｆｏ ６，６００円 
１契約 .ｂｉｚ ６，６００円 

単 位 基本料金 
１契約 １，１００円／月 



６．サービスパック 

（１）初期費用 
単 位 初期費用 
１契約 ２７，５００円  

 
（２）基本料金 

種 類 単位 基本料金 
ＨＰ１００ １契約 １１，０００円／月 ・ １１０，０００円／年 

 
ＭＡＩＬ５０ １契約 １１，０００円／月 ・ １１０，０００円／年 

 
ＨＰ３００ １契約 ２２，０００円／月 ・ ２２０，０００円／年 

 
 
※年間契約の場合は年額前払いになります。 

 
（３）オプション 

(a)Ｗｅｂメーリング管理サービス 
初期費用 

単 位 初期費用 
１契約 ２２，０００円  

 
基本料金 

単 位 基本料金 
１契約 ５，５００円／月  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表３ 帯域制御の運用基準 

 
  当社は、契約者が次の各号に該当するときは、Ｇ・Ｉ・ＮＥＴインターネットサービスの利用

を制限する措置をとることがあります。 
  

１．帯域混雑時の帯域制御 
条件： 
① お客様全体を収容しているネットワークで大量の通信の発生が予測されるとき 
② サービスの品質が上位プロバイダの定める基準を下回った状況になったとき。 

内容： 
ネットワーク機器内で転送速度が高いお客様から順に、転送速度を制限します。 

お知らせ： 
制御対象者への事前・事後通知は行いません  

２．ヘビーユーザー帯域制御 
 条件： 

① お客様の 1 ヶ月（1 日から月末日まで）の利用量で一定以上の通信を行われていたとき。 
 内容： 
  該当月の翌々月初旬頃より、該当月の 3 ヶ月後の初旬頃までの間、帯域制御を開始します。 
 お知らせ： 
  制御対象者への事前通知を行います。 
 


